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第１章 地域福祉ビジョン 2023 の概要                           

 

１ 地域福祉ビジョン 2023 策定の背景と趣旨 

大阪市では、平成 24 年(2012 年)７月に策定された「市政改革プラン」に基づき、ニア・イズ・

ベター（補完性・近接性の原理）の考え方のもと、それぞれの区において、地域の実情に応じた特色

ある取組が進められています。 

地域福祉の分野においても、平成 24 年(2012 年)12 月に「大阪市地域福祉推進指針」（以下、「市

地域福祉指針」という。）が策定され、各区における地域福祉の共通の指針・方向性が示され、平成

30 年(2018 年)３月には、各区に共通する福祉課題への対応として基礎的な部分となるしくみや、

大阪市全体で中長期的な視点を持って進めることが必要な取組を定める「大阪市地域福祉基本計画」

(以下、「市基本計画」という。)が、策定され、令和 3 年（2021 年）３月には「大阪市地域福祉基

本計画（第 2 期）」が策定されました。 

生野区では、これら市地域福祉指針・市基本計画の趣旨を踏まえ、平成 26 年(2014 年)12 月に

「生野区地域福祉ビジョン」を策定し、地域福祉の分野における区の特性・実情に応じた将来像と、

その実現に向けた取組を進めてきました。 

さらに、市基本計画の策定を受けて平成 30 年(2018 年)３月には「生野区地域福祉計画」を策定

し地域福祉を進めてきました。 

新型コロナウイルス感染症の流行等、地域福祉を取り巻く情勢に大きな影響を与える状況の中で、

あらためて区の地域福祉の現状を見つめ直すとともに、この間の取組を踏まえたうえで、課題を再

認識し、地域福祉のめざす方向性を定めるため、「生野区地域福祉ビジョン 2023-2026」(以下、「地

域福祉ビジョン 2023」という。)を策定しました。 

 

大阪市 生野区

H12年(2000年)6月 国で改正社会福祉法の施行

→市町村で地域福祉計画策定へ

H16年（2004年）

H18年（2006年）

H21年（2009年）

H23年(2010年）

H24年（2012年）7月 市政改革プラン→ニア・イズ・ベター

H24年（2012年）12月

H26年（2014年）12月 各区に応じた地域福祉ビジョンの策定

H27年度（2015年度）～

　　  28年度（2016年度）
市社会福祉審議会からの意見

→各区を支援する市の基本計画策定へ

H30年度（2018年度）

R2年度（2020年度）

R3年度（2021年度）

R5年度（2023年度）

大阪市地域福祉計画

第1期：H16～20年度

大阪市地域福祉計画

第2期：H21～23年度

大阪市地域福祉推進指針

区地域福祉アクションプラン

第1期：H18～22年度

区地域福祉アクションプラン

第2期：H23～27年度

大阪市地域福祉基本計画

第1期：H30～R2年度

大阪市地域福祉基本計画

第2期：R3～R5年度

区地域福祉ビジョン

H26年12月～H29年度

区地域福祉計画

H30年度～R4年度

（仮称）区地域福祉ビジョン2023
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２ 地域福祉ビジョン 2023 の位置づけ 

地域福祉ビジョン 2023 は、基礎的な計画である大阪市地域福祉基本計画（第２期）とともに、生

野区の特性に応じた地域福祉の方針・施策を定める計画として、社会福祉法第 107 条に定める「市

町村地域福祉計画」として位置づけられ、区の特性やニーズに応じた地域福祉の方向性を示し、それ

を具現化するための指針とします。 

 

３ 取組期間 

地域福祉ビジョン 2023 の取組期間は、令和５年度（2023 年度）から令和８年度（2026 年度）

までの４年間とします。 

      

４ 地域福祉ビジョン 2023 の推進 

地域福祉の推進は、世代や属性に関わらず、さまざまな地域福祉活動に参加する住民が主体とな

ります。 

その中で、区役所は、地域福祉ビジョン 2023 において地域福祉のめざすべき全体像を示し、そ

れに向けてそれぞれの主体とともにさまざまな取組が推進されるよう支援していく役割を担います。 

なお、社会福祉法において地域福祉推進の中心的な担い手として規定される社会福祉協議会は、

本市では極めて公共性の高い団体として準行政機関と位置づけられており、生野区においても、生

野区社会福祉協議会（以下「区社協」）との間で、「地域福祉活動の支援にかかる連携協定書」を締結

し、区役所と区社協が相互に役割を分担し、連携・協働できるよう、ともに地域福祉の推進に取り組

んでいます。 

また、行政機関として限られた経営資源（予算・人員・時間等）を使って最大限の効果をあげるた

め、ニーズの的確な把握とその対策の企画立案（Plan）、事業実施（Do）、実施状況の評価（Check）、

評価を踏まえた事業の効果的な見直し（Action）という、いわゆるＰＤＣＡサイクルの考え方のも

とで、毎年度策定する区運営方針等により、地域福祉ビジョン 2023 の推進に向けて取り組んでい

くとともに、必要に応じて区政会議で中間振り返りを行います。 
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第２章 地域福祉ビジョン 2023 の理念                          

 

１ 生野区将来ビジョンの基本理念 

生野区将来ビジョン（以下、「区将来ビジョン」という。）における基本理念には以下の考え方があ

ります。 

 

基本理念としての「異和共生」 

近年、人々の価値観がより一層多様化している中、生野区には、国籍や文化、生活習慣など、様々

な違いを有する 60 近くもの国や地域をルーツとする人々が生活しています。そのため、お互いの

ことを知り、それぞれの違いや個性を受け入れ、すべての人が自分らしくいきいきと暮らすことが

できる共生社会に向けたまちづくりが求められています。 

ここで、生野区のまちづくりに共通する基本理念として、「異和共生」という考え方を紹介します。 

この考え方の背景として、共生社会に向けたまちづくりを進めるにあたって、「お互いの壁を取り

払って一緒にやりましょう」とされることが多く見受けられますが、壁を完全に取り払うと、結果と

して多数派が少数派を呑み込んでしまい、本来の共生の姿ではなくなってしまいがちです。 

そこで、お互いの壁を取り払うのではなく、あえて壁を残したまま、互いに壁のすきまから一歩、

あるいは半歩でも踏み出して、壁と壁の間で一緒にできる事を少しずつ増やしていこう、という考

え方が「異和共生」で、その語源は「異なったまま、和やかに、共に生きる」状態をさしています。

その前提となるのは、互いの壁を支える文化や歴史を尊重し大切にすることです。 

生野区は、この「異和共生」を基本理念として、まちづくり・区政運営を進めていきます。 

 

誰もが居場所と持ち場のあるまち 

生野区では、これまでも、「誰もが居場所と持ち場のまちへ」をスローガンに、区政運営を進めて

きました。 

「居場所」とは、誰もが安心して暮らせるためのセーフティネットが機能していることを意味し、

「持ち場」とは、自分の得意技や経験、力や時間を活かしてみんなが何かの担い手として関わること

を意味しています。 

「異和共生」を基本に、生野区のまちで暮らし、遊び、働く人々がそれぞれ「面白い」と感じられ

るまちになってほしいとの考えのもと、区民の誰もが「居場所と持ち場のあるまちへ」をスローガン

に、「暮らしても遊んでも働いても面白い」異和共生のまちづくりを進めていきます。 

 

２ 地域福祉ビジョン 2023 の基本理念 

地域福祉ビジョン 2023 は、大阪市地域福祉基本計画（第２期）の理念と区将来ビジョンの基本

理念を包含し、その根底には、「異和共生」、「居場所」と「持ち場」という考え方があります。 
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この考え方をもとに、「だれもが地域とつながりをもって、安心して暮らせる共生社会の実現に向

け、みなさんと力をあわせて、生野区らしい福祉をつくります」を基本理念とします。 

 

 

大阪市地域福祉基本計画（第２期）の基本理念

生野区将来ビジョンの基本理念

だれもが自分らしく安心して

暮らし続けられる地域づくり

異和共生

居場所と持ち場

だれもが地域とつながりをもって

安心して暮らせる共生社会の実現に向け

みなさんと力をあわせて

生野区らしい福祉をつくります

生野区地域福祉ビジョン2023の基本理念
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第３章 福祉課題の概況と現状                          

 

１ 生野区の概況 

（１）高齢者を取り巻く現状 

生野区では、単身高齢者の割合が市の平均よりも高い状態で増加し続けています。 

また、区民の健康寿命（健康な期間の平均）は市の平均より長くなっていますが、65 歳以上の要

介護認定者の割合は市の平均より高い状況が続いており、認知症の人数も市全体と同様に増加が続

いているなど、より一層の支援の必要性が高まっています。 
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（２）特定健診受診率推移 

区民の特定健康診査の受診率や各種がん検診の受診率は、市平均を下回っていることから、より

一層区民の健康意識を高めていく必要があります。 

生活習慣病やがんに関する知識をはじめ、検診の重要性や検診日程、実施医療機関等の周知に努

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種がん検診受診率 R２年度(2020 年度) 

種 別 生野区 大阪市 

胃がん 3.9% 4.6% 

大腸がん 5.4% 6.7% 

肺がん 3.6% 5.5% 

子宮がん 10.6% 16.4% 

乳がん 8.3% 11.2% 

 

19.8% 20.6%
20.1%

17.9%

22.6% 23.1% 22.3%

20.6%

17%

19%

21%

23%

25%

H29 H30 R1 R2

特定健診実施率

生野区 大阪市

2,000人

2,500人

3,000人

3,500人

4,000人

38,000人

40,000人

42,000人

44,000人

46,000人

48,000人

50,000人

H29 H30 R1 R2 R3

認知症高齢者等（居宅）の人数推移

大阪市 生野区
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（３）区内の高齢者・障がい者虐待通報件数 

区内の高齢者や障がい者に対する虐待通報件数は増加傾向にあり、児童虐待相談の件数・割合も

増加しています。虐待は、心身や人格に重大な影響を与えるものであり、不安な兆候や課題を早期に

発見し、発生を未然に防止することが重要なため、支援を必要とするケースの早期発見・事前予防に

向けた取組が必要です 
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（４）区内における主な外国人住民の増加率推移 

生野区は、従前から外国人住民の比率が約２割と市内で最も高く、現在は約 60 の国や地域につ

ながる住民が暮らしているまちです。最近では、ベトナムだけでなく、ネパールやフィリピン、イン

ドネシア国籍の住民の増加率も高くなっており、より多様な言語や文化、価値観、生活様式を相互に

理解し、外国にながる住民も安心して暮らせる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大阪市多文化共生指針では、住民基本台帳法における「外国人住民」だけでなく、日本国籍を取得した

人や戦前・戦後に日本に引きあげてきた人、親が外国籍であるこども、海外から帰国したこどもなど、

国籍は日本であっても外国籍の人と同様の課題を抱えている場合があることから、これらの人々も視野

に入れ、「外国につながる市民」「外国につながる児童生徒」という呼称を使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区内の外国人住民の国籍・地域別内訳 

(R４年（2022 年）３月末時点) 

区内における主な外国人住民数の増加率 

（平成 30 年度（2018 年度）との比較） 


